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今般通知する内容については、平成２１年４月１日

からの適用となりますので、貴関係機関等に速やかに

送信いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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今回の内容 
 
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービ

ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

等の一部改正について」の発出について  
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FAX : 03-35９５-４０１０ 







別紙３ 

○  指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月３１日老計発第 0331005 号 老振発第 0331005 号 老老発第 0331018 号 厚生労働省老健局計画課長、

振興課長、老人保健課長連名通知） 

改     正     前 改     正     後 

第一 届出手続きの運用 

１ 届出の受理 

(1)  届出書類の受取り 

指定事業者（他市町村に所在する指定事業者を含む。）側から統一

的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごとの一件書類の提

出を受けること（ただし、同一の敷地内において複数種類のサービス

事業を行うときは一括提出も可とする。）。 

(2)  要件審査 

    届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を

求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週間以内を標準

とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の補正に要する時間は

除く。）。 

(3) 届出の受理 

   要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない

場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 

(4) 国保連合会等への通知 

   市町村が届出を受理した場合は、その旨を届出者に通知するとともに、

都道府県に情報を提供すること。都道府県は、その旨を国民健康保険団

体連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。なお、事業

者が複数の都道府県にまたがって指定を受けている場合、事業所が所在

しない他の都道府県は、事業所が所在する都道府県に対し届出の情報を

提供すること。これを受けて、事業所が所在する都道府県は、その情報

を事業所が所在する都道府県の国保連合会に通知すること。 

(5) 届出に係る加算等の算定の開始時期 

    夜間対応型訪問介護又は認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知

症対応型通所介護における届出に係る加算等（算定される単位数が増え

るものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、

利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、

届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になさ

れた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 

第一 届出手続きの運用 

１ 届出の受理 

(1)  届出書類の受取り 

指定事業者（他市町村に所在する指定事業者を含む。）側から統一

的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごとの一件書類の提

出を受けること（ただし、同一の敷地内において複数種類のサービス

事業を行うときは一括提出も可とする。）。 

(2)  要件審査 

    届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を

求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週間以内を標準

とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の補正に要する時間は

除く。）。 

(3) 届出の受理 

   要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない

場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 

(4) 国保連合会等への通知 

   市町村が届出を受理した場合は、その旨を届出者に通知するとともに、

都道府県に情報を提供すること。都道府県は、その旨を国民健康保険団

体連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。なお、事業

者が複数の都道府県にまたがって指定を受けている場合、事業所が所在

しない他の都道府県は、事業所が所在する都道府県に対し届出の情報を

提供すること。これを受けて、事業所が所在する都道府県は、その情報

を事業所が所在する都道府県の国保連合会に通知すること。 

(5) 届出に係る加算等の算定の開始時期 

    夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症

対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多

機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定される単位数が増える

ものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、

利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、

届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になさ
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認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介

護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る

加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理

された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとす

る。 

２ 届出事項の公開 

  届出事項については市町村において閲覧に供するほか、事業者において

も利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。 

３ 届出事項に係る事後調査の実施 

  届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調

査を行うこと。 

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届

出の取扱い 

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判

明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の

取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったこと

になるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであるこ

と。当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得にな

るので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした

指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返

し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

 ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは

当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが

判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得にな

るので返還措置を講ずること。 

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

  事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は

加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出

させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実

が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合に

おいて、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求

れた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。ただし、平

成二十一年四月から算定を開始する加算等の届出については、前記にか

かわらず、同年三月二十五日以前になされていれば足りるものとする。 

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介

護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る

加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理

された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとす

る。 

２ 届出事項の公開 

  届出事項については市町村において閲覧に供するほか、事業者において

も利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。 

３ 届出事項に係る事後調査の実施 

  届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調

査を行うこと。 

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届

出の取扱い 

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判

明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の

取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該届出はなかったこと

になるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであるこ

と。当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得にな

るので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした

指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返

し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。 

 ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは

当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが

判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得にな

るので返還措置を講ずること。 

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

  事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は

加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出

させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実

が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合に

おいて、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求
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となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずるこ

とになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処

すること。 

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所にお

いては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る

利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金

に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者

等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。 

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

(1) 算定上における端数処理について 

   算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

   なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

(2) サービス種類相互の算定関係について 

   特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている者については、その他の指

定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療

養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定特

定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要があ

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の

居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えない

ものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受け

ている者については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに夜間対

応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護は算

定しないものであること。 

   なお、小規模多機能型居宅介護を受けている者については、訪問看護

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与

費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の

額は算定しないものであること。 

   また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、

となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずるこ

とになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処

すること。 

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所にお

いては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る

利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金

に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者

等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。 

第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

(1) 算定上における端数処理について 

   算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

   なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

(2) サービス種類相互の算定関係について 

   特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている者については、その他の指

定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療

養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定特

定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要があ

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の

居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えない

ものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受け

ている者については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに夜間対

応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護は算

定しないものであること。 

   なお、小規模多機能型居宅介護を受けている者については、訪問看護

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与

費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の

額は算定しないものであること。 

   また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、
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訪問サービスの所定単位数は算定できない。 

(3) 施設外泊時等における地域密着型サービスの算定について 

   施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設サービス費の試行的退所

を算定した場合には、地域密着型サービスは算定できない。 

 

(4) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

   利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則と

する。ただし、夜間対応型訪問介護と訪問看護を、同一利用者が同一時

間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同

一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に

限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。

(5) 入所等の日数の数え方について 

  ① 入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退

所等した日の両方を含むものとする。 

  ② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療

養介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老

人福祉施設、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介

護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に

おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行

われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等を

したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所

等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期

入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に

入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活

介護費は算定しない。 

  ③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と

同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療

報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当

該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは

診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互

に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同

一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医

療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所

等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院

訪問サービスの所定単位数は算定できない。 

(3) 施設外泊時等における地域密着型サービスの算定について 

   施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養

型医療施設の試行的退所を行っている場合には、地域密着型サービスは

算定できない。 

(4) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

   利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則と

する。ただし、夜間対応型訪問介護と訪問看護を、同一利用者が同一時

間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同

一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に

限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 

(5) 入所等の日数の数え方について 

  ① 入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退

所等した日の両方を含むものとする。 

  ② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療

養介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老

人福祉施設、特定施設又は介護保険施設（以下②及び③において「介

護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地に

おける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行

われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等を

したその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所

等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期

入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に

入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活

介護費は算定しない。 

  ③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と

同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療

報酬が適用されるもの（以下「医療保険適用病床」という。）又は当

該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは

診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互

に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同

一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場合（同一医

療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所

等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院
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したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転

棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定

されない。 

  ④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の

基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七

号。以下「職員配置等基準」という。）の適用に関する平均利用者数

等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まない

ものとする。 

(6) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

  ① 小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高

齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型通所介護、認知症対

応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所

等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護

給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、定員超過利

用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、

適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の

未然防止を図るよう努めるものとする。 

  ② この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）

の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、

一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって

は、小数点以下を切り上げるものとする。 

  ③ 利用者等の数が、職員配置等基準に規定する定員超過利用の基準に

該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員

超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所

定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、定

員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算

定される。 

  ④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対して

は、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過

利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指

定の取消しを検討するものとする。 

  ⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、虐

待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい

したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転

棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定

されない。 

  ④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の

基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七

号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）の適用に関する平均

利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は

含まないものとする。 

(6) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

  ① 小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高

齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型通所介護、認知症対

応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所

等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護

給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定

員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところで

あるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超

過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 

  ② この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）

の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、

一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって

は、小数点以下を切り上げるものとする。 

  ③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用

の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月

から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につ

いて、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従

って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常

の所定単位数が算定される。 

  ④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対して

は、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過

利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指

定の取消しを検討するものとする。 

  ⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、虐

待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい
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ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め

られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から

所定単位数の減算を行うものとする。 

(7) 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

   暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、

配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

(8) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

  ① 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護については、当該事業所又は施設の職員

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準

において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにして

いるところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するため

の規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。

 

  ② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当

該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又

は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、

前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切

り上げるものとする。 

  ③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

   イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用

者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方

法に従って減算され、 

ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め

られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から

所定単位数の減算を行うものとする。 

(7) 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

   暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、

配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

(8) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

  ① 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護については、当該事業所又は施設の職員

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の

算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明ら

かにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保

するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるも

のとする。 

  ② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当

該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又

は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、

前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切

り上げるものとする。 

  ③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

   イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に

は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用

者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す

る算定方法に従って減算され、 
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ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数

が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される（ただし、

翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。

 

ハ 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生

活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）

第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者及び同

規則第九十条第一項に規定する介護従業者は前記イ及びロにより取

り扱うこととする。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所

定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を

除く。）。指定小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門

員及び指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者

が必要な研修を修了していない場合及び指定認知症対応型共同生活介

護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置して

いない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府県（指

定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修

を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、指定認知

症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置

し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、

当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが

確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象と

しない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担

当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方

法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととす

る。 

⑤ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、

利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ

ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す

るものとする。 

ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数

が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合

を除く。）。 

ハ 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生

活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）

第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者及び同

規則第九十条第一項に規定する介護従業者は前記イ及びロにより取

り扱うこととする。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所

定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算

される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている

場合を除く。）。指定小規模多機能型居宅介護事業所における介護支

援専門員及び指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成

担当者が必要な研修を修了していない場合及び指定認知症対応型共同

生活介護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配

置していない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府

県（指定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、

研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、指定

認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに

配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行

い、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了するこ

とが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対

象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作

成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算

定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこと

とする。 

⑤ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、

利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ

ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す

るものとする。 
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(9) 夜勤体制による減算について 

  ① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護については、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の

所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜

勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規

定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサー

ビスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ

る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること

とする。 

   イ 夜勤時間帯（午後一〇時から翌日の午前五時までの時間を含めた

連続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定す

るものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める

員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合 

   ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員

数に満たない事態が四日以上発生した場合 

  ③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、(8)

②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるの

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。 

  ④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行

う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを

検討すること。 

(10) 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について 

   人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 

   イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実

績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド

数の九〇％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数

で除して得た数とする。 

(9) 夜勤体制による減算について 

  ① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護については、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の

所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜

勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規

定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサー

ビスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ

る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること

とする。 

   イ 夜勤時間帯（午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連

続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定する

ものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員

数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合 

   ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員

数に満たない事態が四日以上発生した場合 

  ③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、(8)

②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるの

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。 

  ④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行

う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを

検討すること。 

(10) 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について 

   人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 

   イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実

績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド

数の九〇％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数

で除して得た数とする。 
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   ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の

延利用者数を延日数で除して得た数とする。 

(11) 厚生労働大臣の認定による介護報酬の設定 

   夜間対応型訪問介護費及び小規模多機能型居宅介護費については、介

護保険法第七十八条の四第四項の規定に基づき市町村が独自に設定した

人員、設備及び運営に関する基準において、サービスの質を確保するた

めの特別な要件を課している場合等で、市町村からの申請に基づき厚生

労働大臣が個別に認定したときは、市町村が通常の報酬よりも高い報酬

を算定できることとしている。この取扱いについては、平成十八年度中

に厚生労働大臣の認定その他の手続き等について検討し、実際の認定手

続きを経た上で、平成十九年四月一日以降に算定する予定としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の

延利用者数を延日数で除して得た数とする。 

(11) 厚生労働大臣の認定による介護報酬の設定 

   夜間対応型訪問介護費及び小規模多機能型居宅介護費については、介

護保険法第七十八条の四第四項の規定に基づき市町村が独自に設定した

人員、設備及び運営に関する基準において、サービスの質を確保するた

めの特別な要件を課している場合等で、市町村からの申請に基づき厚生

労働大臣が個別に認定したときは、市町村が通常の報酬よりも高い報酬

を算定できることとしている。この取扱いについては、厚生労働大臣が

認めた場合における夜間対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介護に

係る指定地域密着型サービスに要する費用の額（平成十九年厚生労働省

告示第二百十二号）に定めるとおりとする。 

 (12) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」

の活用について」（平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人

保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以

下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決

定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号にお

いて「判定結果」という。）を用いるものとする。 

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計

画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治

医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成十八年三月十

七日老発第〇三一七〇〇一号厚生労働省老健局長通知）に基づき、主

治医が記載した同通知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定する「主

治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見 (1) 日常生活の自

立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいう

ものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新し

い判定を用いるものとする。 

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が

得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施に

ついて」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２(4) 認定調

査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」９の

「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

 (13) 栄養管理について 

   今回の改定では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におい
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(8) 人員基準を満たさない状況で提供された認知症対応型通所介護 

   指定地域密着型サービス基準第四十二条又は第四十五条に定める員数

の看護職員又は介護職員が配置されていない状況で行われた認知症対応

型通所介護については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位

数を算定するものとする（厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看

護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生

省告示第二十七号。以下「職員配置等基準」という。）第六号ロ及びハ）。

従業者に欠員が出た場合の他に、従業者が病欠した場合等も含まれる。

ただし、市町村は、従業者に欠員が生じている状態が一か月以上継続す

る場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するもの

とする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情

がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

４ 小規模多機能型居宅介護費 

 

  小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登

録した者について、登録している期間一月につきそれぞれ所定単位数を算

定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、

登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登

録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。 

  これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居

宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいず

れかのサービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終了日」と

は、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した

日とする。 

  制度上は週一回程度の利用でも所定点数の算定は可能ではあるが、利用

者負担等も勘案すれば、このような利用は必ずしも合理的ではなく、運営

推進会議に通いサービス等の回数等を報告し、適切なサービス提供である

かどうかの評価を受けることが必要となるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 人員基準を満たさない状況で提供された認知症対応型通所介護 

   指定地域密着型サービス基準第四十二条又は第四十五条に定める員数

の看護職員又は介護職員が配置されていない状況で行われた認知症対応

型通所介護については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位

数を算定するものとする（通所介護費等の算定方法第六号ロ及びハ）。

従業者に欠員が出た場合の他に、従業者が病欠した場合等も含まれる。

ただし、市町村は、従業者に欠員が生じている状態が一か月以上継続す

る場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するもの

とする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情

がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

 

 

４ 小規模多機能型居宅介護費 

 (1)  基本報酬の算定について 

小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登

録した者について、登録している期間一月につきそれぞれ所定単位数を算

定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、

登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登

録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。 

  これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居

宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいず

れかのサービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終了日」と

は、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した

日とする。 

 

 

 

 

(2)  サービス提供が過少である場合の減算について 

  ① 「利用者一人当たり平均回数」は、暦月ごとに以下のイからハまで

の方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数

に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、七を乗ずるこ

とによって算定するものとする。 

なお、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規
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模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居

宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス提供回数

を合算し、また、指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模

多機能型居宅介護のそれぞれの登録者数を合算して計算を行うこと。 

   イ 通いサービス 

     一人の登録者が一日に複数回通いサービスを利用する場合にあっ

ては、複数回の算定を可能とする。 

   ロ 訪問サービス 

         一回の訪問を一回のサービス提供として算定すること。なお、指

定小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られない

ため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合で

も、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

     ハ 宿泊サービス 

宿泊サービスについては、一泊を一回として算定すること。ただ

し、通いサービスに引き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞ

れを一回とし、計二回として算定すること。 

  ② 登録者が月の途中に利用を開始又は終了した場合にあっては、利用

開始日の前日以前又は利用終了日の翌日以降の日数については、①の

日数の算定の際に控除するものとすること。登録者が入院した場合の

入院日（入院初日及び退院日を除く。）についても同様の取扱いとす

る。 

 ③ 市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合に

は、事業所に対し適切なサービスの提供を指導するものとする。 

(3)  認知症加算の取扱い 

  ① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら

れることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度の

ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとする。 

  ② 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」

とは、日常生活自立度のランクⅡに該当する者を指すものとする。 

 (4) 事業開始時支援加算の取扱い 

  ① 「事業開始」とは、指定日（指定の効力が発生する日をいう。）の

属する月をいうものとする。 

  ② 注１及び２における「登録者の数」とは、指定小規模多機能型居宅

介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護のそれぞれの登録者数
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５ 認知症対応型共同生活介護費 

(1) 短期利用共同生活介護費について 

   短期利用共同生活介護については、厚生労働大臣が定める施設基準（平

成十二年厚生省告示第二十六号。以下「施設基準」という。）第十八号

に規定する基準を満たす指定認知症対応型共同生活介護事業所において

算定できるものである。 

   同号ロ(2)の要件は、事業所に求められる要件であるので、新たに指定

認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合に、他の指定認知症対

応型共同生活介護事業所において三年以上の経験を有する者が配置され

ていたとしても、当該事業所として三年以上の期間が経過しなければ、

短期利用共同生活介護費を算定することはできないものである。 

    同号ロ(5)に規定する「短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分

な知識を有する介護従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門

課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは認

知症介護指導者養成研修を修了している者とする。 

   なお、認知症対応型共同生活介護の短期利用については、昨年より構

造改革特区において行われてきたところであるが、認定特区計画に掲げ

られた事業所であって、本事業を開始していると認められるものについ

ては、事業の継続が円滑に行われるよう措置することとする。具体的に

は、本年三月末までに、実際の利用者の有無に関わらず、利用料金を明

らかにするなど本事業を開始していると認められるものであれば、本年

四月以降、同号ロ(2)の三年経過要件は不問とし、同号ロ(5)の研修要件

を合算した数をいう。 

  ③ 算定月までの間百分の八十に満たないとは、算定月の末日時点にお

いて、百分の八十以上となっていないことをいうものである。 

  ③ 登録者の数が過去に一度でも登録定員の百分の八十以上となったこ

とのある事業所については、その後百分の八十を下回った場合であっ

ても、当該加算の算定はできないものである。 

④ 当該加算は、区分支給限度額から控除するものである。 

 (5)  サービス提供体制加算の取扱い 

  ① ２(7)①、②、④及び⑤並びに３(9)②、③及び⑤を準用すること。 

② なお、この場合の小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算に

あっては、利用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必

要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）

に従事している時間を用いても差し支えない。 

５ 認知症対応型共同生活介護費 

(1) 短期利用共同生活介護費について 

   短期利用共同生活介護については、厚生労働大臣が定める施設基準（平

成十二年厚生省告示第二十六号。以下「施設基準」という。）第二十五

号に規定する基準を満たす指定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て算定できるものである。 

   同号ロ(2)の要件は、事業所に求められる要件であるので、新たに指定

認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合に、他の指定認知症対

応型共同生活介護事業所において三年以上の経験を有する者が配置され

ていたとしても、当該事業所として三年以上の期間が経過しなければ、

短期利用共同生活介護費を算定することはできないものである。 

    同号ロ(5)に規定する「短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分

な知識を有する介護従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門

課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは認

知症介護指導者養成研修を修了している者とする。 

    

 

 

 

 

 

 

24




